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市町村デジタル化支援人材派遣事業委託業務プロポーザル審査要領

市町村デジタル化支援人材派遣事業委託業務に関するプロポーザルの審査に関する事項を次に

定めます。

１ 審査の対象となる事業者

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行います。

（１） 別途定める「市町村デジタル化支援人材派遣事業委託業務プロポーザル募集要領」（以

下「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加者

（２） 募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者

（３） 募集要領により、適正に書類を作成した参加者

２ 審査の項目及び点数

総合点数は 200 点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおりです。

（１）基本的な考え方 （10 点）

（２）業務実施体制の確保 （30 点）

（３）支援日数及び支援方法 （30 点）

（４）業務内容 （70 点）

（５）継続性 （20 点）

（６）その他提案事項 （30 点）

（５）見積価格 （10 点）

３ 審査委員会

参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査委員会を開催しま

す。

（１） 日時、場所

令和７年４月 25 日（金）午前 10 時～（予定）

場所：オンライン開催による

（２） プレゼンテーション

① プレゼンテーションの時間は１社 30 分とし、順番は別途お知らせします。

② 各社のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を設けます。

③ プレゼンテーションで使用できる資料は、すでに提出している企画提案書等のみとし、そ

れ以外の資料は使用しないこととしてください。

④ 参加者数によってはプレゼンテーションの時間や日程が変更となる場合があります。

４ 審査の方法

（１） 審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーションに

対する審査を行います。

（２） 各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別紙「審査基準」に基づいて審査

を行います。

（３） すべての参加者の審査が終了したときには、各審査委員の審査結果を集計後、候補者と

次点者を決定します。

（４） 審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から順に候

補者と次点者を選定します。

（５） 上記（３）、（４）にかかわらず、総合得点が 120 点未満の場合は、候補者又は次点者

として選定しません。
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別紙

審査基準

審査の項目 審査の視点 配点

基本的な考え方
・ 本業務の趣旨を理解し、業務目的及び内容並びにデジタル化に係る政府及び地方公

共団体等の動向に関する知識が十分にあるか。
10

業務実施体制の確

保

・ 市町村ごとに個別の課題解決に際し、訪問による支援、オンラインによる支援、プ

ロジェクト全体管理の実施体制（人数・業務経験など）が十分なものであるか。
30

支援日数及び支援

方法

・ 訪問による支援の頻度は適切か。（１市町村あたり概ね月１回、合計９回は現地に

おける支援を行うことが可能か。市町村の求めに応じそれ以上の支援時間や訪問回数

の確保が可能か）

・ オンラインによる支援の頻度及び内容は適切か。

・ 支援の日数や頻度について参加団体のニーズに応じて調整可能となっているか。

30

事業内容

・ 実施団体ごとの課題の整理および支援計画の策定方法や内容について、マンパワー

不足で時間的な余裕がない実施団体に負担が少ないかつ効果的な手法が選択されて

いるか。

・ 基幹業務システムにおける統一化・標準化に向けた作業の支援について、国からの

通知等の内容を十分に理解したうえで市町村にとって有益な支援の方法が提案され

ているか。

・ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の活用（横展開）や申請

の伴走支援について、交付金事業に関する制度概要および要綱等の内容を十分に理解

したうえで市町村にとって有益な支援が提案されているか。

・ システムの共同利用・共同調達に向けた調整・支援について、実施団体における各

種システム、アプリケーション、クラウドサービス等の現状および需要を把握したう

えでシステム共同利用・共同調達の推進につながる提案がなされているか。

・ 職員のＩＴリテラシー向上を図る団体別の研修会の実施について、実施団体の実情

・要望に応じた DX の推進に資する研修を実施できる内容となっているか。

・ 業務フローの見直し（BPR）や DX 推進に係る相談に対する助言・提案・技術的支援

について、実施団体の負担を考慮したうえで業務改善を進めるための有益な提案がな

されているか。また、実施団体が継続的に業務改善に取り組むことができるような工

夫がなされているか。

・ その他デジタル関連事業における技術的な課題解決について、支援実施者の IT ス

キルが十分にあり質の高い支援が担保されているか。また支援の方法が明確に示され

ているか。

70

継続性 ・ 事業終了後の実施団体の DX の推進について創意工夫がなされているか。 20

その他提案事項
・ 当業務の主旨・目的を理解し、より効果的に実施するための独自の提案がなされて

いるか。
30

見積価格

・ 以下の算式による

得点算出方法：A×C/B

（A=10、B=当該業者の見積価格、C=最安価業者の見積価格）

※小数点以下は小数点第一位で四捨五入
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